
＜別紙２－１(共通評価・保育所版）＞ 神奈川県保育所版

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている 第三者評価結果

【1】Ⅰ－1－(１)－①　
a

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している

【2】Ⅰ－２－(１)－①
a

【３】Ⅰ－２－(１)－②
a

Ⅰ-３　事業計画の策定

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている 第三者評価結果

【4】Ⅰ－３－(１)－①
b

第三者評価結果

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている

・ライク子ども理念である「のびやかに育て　だいちの芽」は、パンプレットやホームページ、重要事項説明書への明示、玄関・職

員室・各クラスに掲示し、保育方針や保育目標とともに、入園時説明会、入園後の保護者懇談会、園だよりなどを通じて保護者へ伝

え、周知に努めている。

・職員に対しては入社時研修、年度初めの職員会議で、理念を読みわせ確認している。園長は職員会議、乳児・幼児・パート会議等

折りにふれて話をしている。園内研修会、職員会議等でも保育方針を念頭にした保育実践が行われていたかを定期的に振り返りを

行っている。

・年2回の保護者会では園長が説明している。園だよりでも4月と10月に理念と方針等を記載し周知に取り組んでいる。保護者会の中

で理念の読み上げを園長が行っている。

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている

・業界動向については法人本部で分析して法人園長会で伝えられ、地域の子育てニーズについては地域で開催される各種の会議やイ

ベントなどに参加して把握している。

・在籍数や職員人員等を含めた園運営に関する月次報告書を本社へ提出しており、年1回開催される法人主催の共育ミーティングにお

いて月次報告を集約して各園の経営状況が報告され、法人内における園の状況が把握できるようしている。園長は区の園長会や区主

催の会議に参加して地域の待機児童や新設園開園等の情報を得ている。

・高津区では0.1.2歳児が人口及び新園も増えてはいるが、0.1.2歳児の待機児童はが多い傾向にある。また、園が増えたことで、地

域においても保育士不足の状況が課題となっている。経営環境については、担当のスーパーバイザーとも共有している。

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている

・法人本部では各園の経営状況、職員体制、保育施設整備、保育内容や問題点について検討し、幼児教育の強化として取り入れてい

る。

・具体的には造形教室や体育教室、オムツ定額サービス、英語教室、本部専属の臨床心理士がサポートする育児相談窓口など、子ど

もや保護者のニーズに応じたカリキュラムや支援サービスを用意している。

・園では本部が用意したカリキュラムやサービスから、職員が保護者のニーズや、予算、地域性を考慮して園での課題解決につなが

る取り組みの一つとなっている。園内の課題は園長判断で解決できることは進めている。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている

・法人本部では将来の保育事業を見据えた保育事業全体の中長期計画は予算編成も含めて策定しており、園では個別の課題を盛り込

んで中長期計画を法人統一の書式で策定している。

・中長期計画は事務室に掲示して職員の目にも触れるようにしており、さらに計画の達成度を測る具体的な指標を定めて、計画の推

進を可視化できるよう取り組むことも望まれる。また、新型コロナウイルスによる影響が多大であったことから、次年度以降の中長

期事業計画の見直しを検討している。



【5】Ⅰ－３－(１)－②
b

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている

【6】Ⅰ－３－(２)－①
b

【7】Ⅰ－３－(２)－②
b

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている 第三者評価結果

【8】Ⅰ－４－(１)－①
a

【9】Ⅰ－４－(１)－②
a

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている

・単年度事業計画は中長期計画や前年度計画の未達成状況などを盛り込んで、法人統一の書式で作成している。事業計画に沿って全

体的な計画、年間保育計画、行事計画、食育計画、保健計画、研修計画等の各種運営計画を策定している。事業計画では保育目標を

達成するために、保育園が独自に行っていく計画や健康･栄養管理面、保護者･地域とのかかわり、環境問題への取り組み、職員体

制、年間行事予定を具体的に策定している。

・計画の達成度を測る具体的な指標を定めて、推進状況を可視化したり、継続した取り組みと新たな取り組みなどを分かりやすく明

示することも期待される。事業報告との連続性は確認できるが、中期計画に掲げている内容を分かりやすく単年度事業計画に明示す

ることも必要とされる。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している

・事業計画の策定にあたっては、職員会議において前年度総括を行い策定する流れになっており、保護者の意向や要望、職員の意見

などを反映させることにしている。園において原案を作成し、法人本部において承認を受けて確定する流れとしており、年初の職員

会議で園長より説明することにしている。

・今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、集合することや外部からの講師招聘などは見合わせるよう計画の見直しに取り

組んでいる。事業計画でも達成度を測る具体的な指標を設け、計画の推進を可視化できる取り組みが必要とされる。

・事業計画は職員会議で園長から全職員に説明し周知できるよう取り組んでいる。

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している

・単年度事業計画は、各クラスの保護者代表、第三者委員、経営層などが参加している定例の運営委員会に置いて説明し、理解を得

ることにしている。事業計画書の記載事項は指導計画に関わることが多いことを踏まえ、年間指導計画として保護者に伝えている。

また、事業計画は玄関に常置して来園者が自由に閲覧できるようにしているが、周知や理解には結びついていないことは課題として

いる。

・事業計画は、保護者には今年度特に説明はできなかった。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している

・法人として策定している保育ガイドは園運営の根幹となるマニュアルとして位置付けており、職員の資質向上や自己評価に関する

項目なども設け、標準化して取り組めるようにしている。

・全体的な計画をはじめ指導計画には自己評価欄を設け、計画⇒保育実践⇒振り返り⇒課題の解決のPDCAのサイクルで評価できるよ

うに工夫している。

・福祉サービス第三者評価を定期的に受審し、利用者のニーズと園の実態を把握し、課題の共有と対応に取り組んでおり、第三者評

価の保護者アンケートについては園内で共有し、課題分析に努めている。

　評価結果にもとづき保育所として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施して

いる

・園の自己評価シートは、項目ごとのチェック欄と共に課題を記載できるようにしており、改善の方向性を明確化できるようになっ

ている。職員間で共有のもとに検討し、次年度計画に反映し改善に取り組めるようにしている。

・自己評価表は法人本部へ提出し、保護者にも閲覧できるよう玄関にファイリングし園の資質の向上ににつなげるようにしている。

自己評価結果から抽出された課題から、具体的な改善策を職員で検討するなどの活用の仕組みを構築することを目指している。



評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている

【10】Ⅱ－1－(１)－①
a

【11】Ⅱ－1－(１)－②
a

Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている 第三者評価結果

【12】Ⅱ－1－(２)－①
a

【13】Ⅱ－1－(２)－②
a

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている　

【14】Ⅱ－２－(１)－①
a

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている

・法人の保育ガイドには、園長をはじめ主任や保育士など職域・職層・職階毎の役割や具体的な業務を明示しており、円滑な園運営

ができるようにしている。園においては、職務分掌をはじめ行事係分担表、懐疑役割分担、消防活動編成表などを設け、園長指導の

もと事業の方向性を示唆する仕組みが整っている。園長は職務分掌を明示し、自らの園での職務について職員に説明して周知に努め

ている。

・保育ガイドには自然災害や事故発生時の対応・対策などについて園長の役割及び、園長不在時の権限委託の体制も整っている。

・園長は職務分掌に従ってすべての責任がある旨を職員会議で伝え、職員の相談に対応するようにしている。

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている

・法令等遵守については法人としても重視しており、入社時研修では説明によって理解を促し、更に今年度よりコンプライアンスガ

イドブックを用いての自習や読み合わせを行う機会を設け、職員一人ひとりの注意喚起に力を入れている。

・児童憲章、保育士倫理綱領を各保育室に掲示し、保育ガイドについて必要な部分の読み合わせを行い。職員の意識を高めるよう取

り組んでいる。さらに、事業計画には環境問題への取り組みを具体的に示し、環境課題に目を向ける姿勢を明示している。

・園では二子新地マニュアルとして、社会人としての心得、望ましい保育士の態度や資質、身だしなみなどが記載された勤務の心

得・シンクライアント用パソコンの使い方等を記載している。

　保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している

・園長は、決められたフォーマットのチェックだけでなく、日々の保育の中で、保護者対応や保育の内容について職員指導を行い、

副主任やリーダ格保育士との指導分担を明確化し、統括して保育の資質向上に参画できる体制を構築している。行事企画等は、職員

が主体的に関わり、意欲が持てるよう導いている。

・年度始めに職員育成年間研修計画を作成し、職員が積極的に自己研鑽できるよう研修参加を奨励している。

・二子新地マニュアルのほか、区の研修にも積極的に参加してもらえるようにシフトを園長が補っている。

　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している

・法人本部より毎月予算比の実績データが園に配信され、それらをもとに園において調整できる勘定項目を精査して改善に取り組

み、月末に本部に報告する流れとしている。また、園長をはじめ、職域・職制・職階に沿って法人で開催している各種の研修に参加

できるようにしており、マネジメント力の向上にも取り組んでいる。

・業務の実効性を高める園の取り組みとして、園長は日々の園のシフト表を用い職員が休憩時間を確実にとってリフレッシュして保

育にあたれるようにしてる。

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている

・職員の採用については法人本部で一括で行っており、全国の養成校への求人活動、就活ブース会場設置、園見学ツアー、公式ホー

ムページからの求人、社員紹介制度等、多岐に渡って展開している。園では適宜必要な人員配置を本部に要請して、担当のスーパー

バイザーを窓口となり必要人材を確保できるようにしている。

・法人本部において年間社内研修計画を作成し、職位や保育歴、専門職に応じた研修を実施し、人材育成に取り組んでいる。

・園長は職員に社員紹介制度を丁寧に説明し、事務所に本部からのポスターも貼り人材確保に努めている。外掲示板にも保育士募集

のポスターを貼っている。



【15】Ⅱ－２－(１)－②
a

Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている 第三者評価結果

【16】Ⅱ－２－(２)－①
a

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている

【17】Ⅱ－２－(３)－①
a

【18】Ⅱ－２－(３)－②
a

第三者評価結果

【19】Ⅱ－２－(３)－③
a

・法人として成長支援に関する手引き定め、職位による期待度を基本姿勢、業務能力、対人能力、マネジメント能力などの項目に

よって明確している。評価基準に沿って園長が一次評価（絶対評価）を実施し、二次評価（本部）で補正し、報酬に反映される仕組

みとしている。

・園長は本部SVと連携し、キャリアアップ制度としての処遇改善を進め、キャリアパス研修で個々のスキルアップを図っている。法

人本部では将来管理職を望む職員に対して、人材育成制度としてアドバンス制度や総合職保育士の制度を導入して育成に力を入れて

いる。

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる

・法人で職員の就業状況を把握しており、時間外勤務の削減と有給休暇の取得を推進、有休取得率や時間外労働超過情報を園長と共

有し就労状況に応じた改善に努めている。

・福利厚生としてベネフィットステーション、入寮制度、新卒者帰省費用補助、健康診断、予防接種補助、特別休暇付与等が整備さ

れている。法人ではメンタルヘルス、セクハラ、パワハラ等への対応に、嘱託医や臨床心理士による職員の相談窓口を設置や、スー

パーバイザーに園を通さず相談できるルールもある。

・法人が職員の意向調査、満足度調査を行い、要望、異動希望、昇進意欲を集約して園（園長）と共有して改善に取り組んでいる。

・園独自のシフト表を作り、本人の意向や、職員の事務作業時間の融通を行えるように工夫している。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている

・法人として園長に対して成長支援制度レクチャーを定期的に行い、職員一人ひとりの成長を適切に支援できるようにしている。園

では園長と職員との定例職員個別面談を年２回実施し、目標設定や目標達成に関する具体的な行動を確認できるようにしている。

・園長職員一人ひとりが目標達成できるように個人面談に加え、日常的な助言・支援を行いモチベーション向上を促している。個々

の目標は成長支援制度に加え、園長が保育に入り現場での保育の様子を見るなどによって相談や指導につなげて設定している。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている

　総合的な人事管理が行われている

・法人ホームページの採用サイトでは人材育成として、キャリアパスイメージ、人事考課制度と人材登用制度を入職希望者に示して

いる。保育ガイドには職員の資質向上に望ましい保育士に必要とされる資質、社会人としての基本を明示している。

・入職時研修をはじめ年間を通して内外の研修計画が策定され、職域・職制・職階に沿って職員一人ひとりの個人別研修計画があ

る。研修報告書は全職員に回覧、職員会議等で研修報告会を実施し、共有に取り組んでいる。

・今年度は園内研修として園長が、保育方針・新型コロナウイルス・救命救急・第三者評価・危機管理・虐待・人権・嘔吐処理と手

洗・事故防止・にじいろの保育・気になる子・園の自己評価を計画し実行している。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている

・法人として制度化している人事考課制度と人材登用制度によって職域・職制・職階別に育成計画を設け、経験に応じた研修や専門

的分野の研修を開催している。園では年初に身につけさせたい資質と受講させたい研修を鑑み年間職員育成年間研修計画を策定して

いる。また、外部研修の案内の掲示をし、非常勤務を含む職員の参加を促している。

・必要な人が必要な研修に参加できるようにしており、園で必要な研修については手当ての支給対象としている。また、新卒（中

途）研修に沿って園長、主任、OJT担当者などが一定期間指導にあたり、育成に組り組むことになっている。

・高津区の保育園の取り組みとして公開保育を推奨しており、積極的に参加を進めている。



Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている

【20】Ⅱ－２－(４)－①
b

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている

【21】Ⅱ－３－(１)－①
a

第三者評価結果

【22】Ⅱ－３－(１)－②
a

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている

【23】Ⅱ－４－(１)－①
a

【24】Ⅱ－４－(１)－②
b

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている

・法人のホームページには、保育理念や基本方針、各園の概要、採用や人材育成に関する取り組み、法人概要など運営状況が示され

ている。園では保育理念を各所に掲示し、玄関には運営規程・重要事項説明書・全体的な計画・事業計画・事業報告・財務収支報

告・保育所の自己評価・運営委員会議事録、第三者評価の結果を常置し情報公開に努めている。

・保育の様子をSNSで公表し、園掲示板において地域向けに園行事等の情報を掲示している。重要事項説明書には苦情受付、第三者

委員を示し、玄関には苦情解決のフロー、行政機関等の相談窓口の連絡先を掲示している。

・高津区制作冊子「ひろばノート」に園の情報を掲載し、区役所に配置されている。

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている

・法人として外部の監査法人による内部監査を定期的に実施しており、指導、助言にもとに事業経営・運営の適正性を担保してい

る。園では年４回小口現金実査を行い第三者が収支確認するこを義務付けている。

・職務分掌には経理・事務管理責任を明記したり、経理規定にもとづき発注、請求、領収までの書類を管理したりして、月末に小口

現金出納帳領収書の原本を本部に送付している。今年度から取り組んでいるコンプライアンスガイドブックにも、取引に関するルー

ルが示されている。

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしてい

る

・「保育ガイド」には実習生マニュアルが整備されおり、受け入れ時には担当職員によるオリエンテーションを実施し「機密保持誓

約書」の署名及び園概要や保育理念、保育の心得等の説明をしている。具体的な保育内容は、クラス担任が丁寧に伝えるようにして

いる。受け入れについては本部が統括し、終了後のアンケート調査を行うなど採用を意識した取り組みを行っている。

・実習にあたっては、指導計画をはじめ、部分実習、実習日誌などは配属クラス担任が担当して適宜指導できるように取り組んでい

る。

・二子新地では現在まで受け入れはできていないが、機会があれば受け入れ態勢はできている。

・保育ガイドの地域支援・子育て支援の項目には、地域との積極的な関わりを持つことを促している。また、外掲示版には、育児相

談掲示・行事案内ポスター・地域のクラブ活動募集のポスターなどを掲載し、園としての専門性を地域に還元する取り組みを伝えて

いる。地域住民や保護者から依頼された地域支援・子育て支援に関する情報を掲示し、保護者や子どもが利用できるようにしてい

る。

・今年度はコロナ禍のため実施を控えているが、夏祭りには外掲示等を使って参加の呼びかけ、絵本の読み語りして、その後乳児の

部屋を開放を予定して一緒に遊んだり、園児家族の関係先で、高齢者施設との交流の機会を持つなど地域との交流を行っている。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している

・保育ガイドにはボランティア受け入れの基本姿勢に関する項目を設け、積極的に受け入れることを示している。受け入れ時には機

密保持誓約書の署名をはじめ、園概要や保育理念、保育の心得、子どもとの関わり方で留意する事項などを説明して円滑な活動を支

援している。ボランティアの受け入れについては法人本部からの紹介に加え、園に直接問い合わせがある場合は、本部に確認して受

け入れることにしている。

・外掲示板にボランティア受け入れの掲示をしたり、職員からのクチコミなどで要請している。



Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている 第三者評価結果

【25】Ⅱ－４－(２)－①
a

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている

【26】Ⅱ－４－(３)－①
a

【27】Ⅱ－４－(３)－②
a

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている 第三者評価結果

【28】Ⅲ－１－(１)－①
a

【29】Ⅲ－１－(１)－②
a

・園長は定期的に開催している運営委員会や、地域で開催されている各種の会議などに参加して、児童福祉に関する各種の情報を把

握して園運営に反映させることに取り組んでいる。

・園見学者から子育て事情や相談を受けて、子育て支援ニーズの把握に取り組んでいる。

・年２回の運営委員会では、第三者委員より地域の福祉ニーズや周辺住民の状況等の情報を得られている。幼保小連絡会に参加し、

共通の教育テーマに沿った課題や情報交換を行っている。

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている

・様々な機会を通じて把握した地域情報をもとに、育児相談、体験保育、臨床心理士相談、行事参加案内、などを実施しており、園

の専門性を地域に還元することに取り組んでいる。事業計画書には地域との関わりを明示し、子育ての孤立化対応についても盛り込

んでいる。

・地域の方と大規模災害に備えた防災訓練に毎年参加し、連携が摂れる体制が出来ている。

・災害に備え、地域連携ができるネットワークを構築している。保育ガイドには様々な非常時に備えた対応フローを明示している。

・近隣マンションを避難場所としてSVや、管理組合に協力関係を築き、避難訓練も行っている。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている

・入社時の人権研修では、法人で作成している保育ガイドをもとに子どもの人権を大切にする保育について学ぶことにしている。さ

らに、児童憲章、全国保育士倫理要綱を各保育室に掲示して「子どもを尊重した保育」の留意に努めている。月案には人権に関する

取り組みを盛り込み、毎月振り返りを行うことに繋げている。

・子どもの尊厳の尊重については園でも重視しており、子どもへの関わり方や言動、呼称、性差への先入観、外国文化の理解、個人

情報への配慮などは職員会議で話し合い注意喚起をしている。

・子どもの名前の呼び方や、「さん」もしくは「ちゃん」「くん」など家出の呼ばれ方を尊重し、呼び捨てはしない。着替える時は

パーテーションを使い、子ども自身にも「パンツ1番」を合い言葉にし、裸にならないようにしている。その他、大きな声で名前を呼

ばない、失敗した時は優しく励ますなど園のルールを徹底している。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている

・事務室には行政関係・児童相談所・地域療育センター・保健所、学校、管轄警察、消防署、病院リスト等の関係連絡先を一覧にま

とめ、全職員に伝えている。また、区園長会や協議会、幼保小会議などに参加して地域情報を収集し、地域ネットワークの中での協

働できるよう取り組んでいる。

・家庭での虐待等や育児困難などによって権利侵害が疑われる子どもへの対応については、区、子ども支援係りや児童相談所と連携

して対応する体制が整っている。また、特別支援を要する子への対応は、療育センターと定期的に連携を図り、巡回の機会を設け、

子どもの観察を通して職員と保護者に共有し支援に繋げている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている

・法人として個人情報保護方針や規定を定め、さらにプライバシーマークを取得して個人情報保護に力を入れ、職員に対しては入社

時に個人情報の取扱いに関する誓約書を交わし、プライバシー侵害にあたる事例集を整備し周知理解に努めている。

・重要事項説明書には個人情報の取り扱いについて明示し、入園時に承諾書を交わしている。・家庭調査書等の重要書類及び保育指

導計画は鍵の掛かる書庫に保管し、職員が使用する際の厳重管理をしている。

・個人写真の扱いはブログや写真購入サイト「るくみー」掲載の際に注意をはらっている。降園予定表にはカバーを掛けている。連

絡表は記入後は裏返している。靴箱にはマークをつけ名前は見えないようにしている。



Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている

【30】Ⅲ－１－(２)－①
a

第三者評価結果

【31】Ⅲ－１－(２)－②
a

【32】Ⅲ－１－(２)－③
b

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている

【33】Ⅲ－１－(３)－①
a

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 第三者評価結果

【34】Ⅲ－１－(４)－①
a

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている

・保育所の変更があった場合は、変更先や行政や各関係機関と連携を図り、必要に応じた申し送りをしている。転勤などで途中退園

し、遠方に移る場合は保護者の意向に沿って書式を揃え、スムーズに他地域の保育園に移れるように対応している。

・転園先からの問い合わせがあれば、保育の継続性に必要な範囲で引継ぎ情報（健康調査票）を提供し、利用終了後も第二の家庭と

して、保護者子どもとも相談が可能な旨を伝えるようにしている。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている

・日頃より子ども一人ひとりの状況を保育士間で共有し、保育に取り組むようにしている。保護者の価値観や生活習慣も鑑み、無理

強いせず、職員は子どもの細微の変化への気づきを共有し、子どもの満足につながるようにしている。

・給食試食会、保護者懇談会、個人面談、保育参加、各行事後には要望や意見などの把握を目的に保護者アンケートを実施してお

り、都度集約し職員会議で共有している。保護者の個別の意向については、必要に応じて園長を交えて迅速に対応できるように努め

ている。

・連絡帳で意見や要望があれば、共有して対応できるように努めている、また声を発しない意見要望についても拾えるよう努めてい

る。さらに、運営委員会を年２回実施し、保護者代表の意見を参考にしている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している

・園のリーフレットをはじめ、ホームページなどによって園の情報を提供している。特にホームページには、法人理念、保育方針、

保育目標、にじいろ保育園の特徴（空間、食育、遊び等）、保育園の生活、保護者が気になるポイントなど、園が大切にしているこ

とを明示している。

・園見学者にはパンプレット等の資料を配布し、保育理念や園概要を説明している。各箇所で丁寧な解説をし、質問や相談をしやす

い雰囲気を心掛けている。見学者には園長が説明し、子どもの動きが分かる時間帯に行っている。温かい保育をしていることをア

ピールしている。

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している

・入園内定後、新入園時説明会や個別面談を開催し、重要事項説明書を用いて説明を行い同意書を交わしている。入園後には保護者

懇談会を行い、指導計画について説明し、家庭の様子や子どもの状態の確認を行うことにしている。

・保育の留意点、保育時間に関する意向、アレルギーなどの食事の状況などについて確認し、個人記録にまとめている。外国籍の保

護者には日本語を理解し易い文章に替えたり、第三者に通訳を依頼するなどの仕組みを設けている。年度末や途中の担任変更や保育

行事等の保育内容に変更が生じた場合は、園だより等によって伝えている。

・今年は新型コロナの影響もあり、会社としての方針を伝えたうえでアンケートをとり、行事縮小や中止の大幅な変更の説明を書面

し年間行事計画表を配布した。

・重要事項説明書には苦情受付け体制や第三者委員を記載し、園玄関には意見箱（すまいるボックス）とメモを設置している。苦情

解決制度については、苦情受付から解決に至るフローを掲示し、入園時には口頭で伝えている。

・苦情報告書は、本部に共有、状況により担当のスーパーバイザーと連携し解決する流れとしている。法人として系列園の苦情事例

を園長会において共有し、各園において共有できるようにしている。

・今年度は運動会・生活発表会の縮小について園は感染症防止を理由として、個別対応を行ったが、保護者全体への理解は苦慮し

た。苦情は早い解決を目指し、曖昧にしないことを旨としている。



【35】Ⅲ－１－(４)－②
a

【36】Ⅲ－１－(４)－③
a

Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている 第三者評価結果

【37】Ⅲ－１－(５)－①
a

【38】Ⅲ－１－(５)－②
a

【39】Ⅲ－１－(５)－③
a

・関係機関との連携や園内の役割分担、避難経路図を明示したり、毎月の避難訓練、アナフィラキシーや心肺蘇生等の緊急時対応訓

練を定期的に実施している。保育ガイドでは事故防止対応、危機管理対応が明記され、園では本部フォーマットに従ったBCPを策定

して、リスクマネジメントの体制を整備している。

・本部は系列園や他園の事故事例、ヒヤリハットを収集して園長会で報告し、園では職員に回覧などにより注意喚起を促している。

さらに、安全点検表を用い、週１回の保育園内の安全確認を行っている。

・毎月の避難訓練・不審者対応訓練の実施、及び、心肺蘇生等の「緊急時対応訓練」を定期的に実施している。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている

・感染症予防、対策のマニュアルを整備のほか、看護師会では、定期的な会議で、最新情報を園に発信したり感染症発症の対応事例

等を共有し、感染症予防に努めている。行政からの指導をもとに看護師会で新型コロナウイルス対応を作成し、園での予防策の指針

を掲示している。感染症が発生時の対応フローを掲示し、感染症発生時には園内に掲示して病症の情報を提供している。

・看護師指導による嘔吐物処理等の専門分野の講習会を定期的に実施し、全職員が理解できるよう取り組んでいる。

・コロナに関しては本部の指示に従って、保護者の朝の入室は体温チェックをして、入室が短時間でできるよう汚れものは廊下に置

くようにしている。

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている

・保育ガイドには災害時の対応マニュアルがあり、職員に周知している。保護者には災害時の対応体制を重要事項説明書に掲載し周

知に努めている。避難訓練は定期的に消防署の指導を受けて実施、消防設備点検も年２回、保護者参加の大規模災害時対応訓練を年

１回実施し、安否確認は安心伝言板災害時伝言ダイヤルを利用して日頃から発信練習をしている。

・事業継続計画を作成して災害に備えており、食材備蓄品リスト（3日分の）を作成し定期的に栄養士が確認、備品点検を年１回行っ

ている。

・ハザードマップで園の立地条件を確認している。立地上、浸水のリスクに対して意識しているが、今後マニュアルを作成する。消

防点検を年２回実施して、高津区消防署に消防訓練実施計画報告書と消防訓練実施結果書を提出している。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している

・担任以外にも、園長や栄養士などの専門職も内容によって保護者の相談に応じることを入園時や、保護者懇談会などを通じて伝え

ている。保護者とのコミュニケーションを図り気軽に声をかけてもらえるような関係づくりに努めており、相談内容に応じて会議室

や相談室などを使用しプライバシーに配慮している。

・本部専属の巡回臨床心理士の巡回による保護者の相談に応じる体制や、ホームページから園を介さず直接相談、問い合わせがで

き、担当のスーパーバイザーが対応する体制を整えている。

・園長は1日に1回は保護者に声をかけて話しやすい環境をつくり、保護者の希望や、相談内容により、事務所に案内したり、時間を

選んで相談に応じられる配慮をしている。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している

・保育ガイドには保護者対応の基本を明示し、組織として保護者の意見や要望を傾聴する姿勢を明示している。苦情・ご意見報告書

や業務日誌育児相談票に記録し、担任だけでは判断できない場合にはリーダー、副主任、園長への相談後、応答するルールとしてい

る。

・意見や要望はケース会議や職員会議において職員全員で共有するとともに対応策を検討し、より良い保育に繋げるよう努めてい

る。それらの会議で対応策を検討することでより良い保育に繋げられるように取り組んでいる。

・保護者の意見は苦情・ご意見報告書や業務日誌育児相談票に記録をしている。

・「すまいるボックス」（意見箱）には、すぐに意見が投稿できるようメモを設置し、職員室からは見えない配置している。

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている



Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している 第三者評価結果

【40】Ⅲ－２－(１)－①
a

【41】Ⅲ－２－(１)－②
a

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている

【42】Ⅲ－２－(２)－①
a

第三者評価結果

【43】Ⅲ－２－(２)－②
a

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている

・定例会議では策定した指導計画についてＰＤＣＡのサイクルを継続し恒常的に見直しを行っている。

・トイレトレーニングなどの生活習慣については保護者の意向を反映して見直している。子どもの姿とカリキュラムとの差異による

見直しは毎月職員会議にて行われ、反省、見直しによって翌月へとつなげている。

・支援児の指導計画は、定期的に保護者と面談し、保護者と育ちと課題を共有して指導計画を立案、実践して、振り返りを行い次の

計画に活かしている。

・指導計画を緊急に変更する場合は園内掲示や安心伝言板で保護者に知らせているが、実際には園の運用面での対応となっている。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている

・にじいろ保育園の保育標準化が具体的に明記された保育ガイド、看護・保健ガイド、栄養・給食ガイドが整備され、園では職員が

確認できる場所に配置している。保育ガイドでは保育の理念やビジョン、基本、方針、目標、園の目指す子どもの姿などと合わせ

て、保育の実践、心得について記している。

・子ども一人ひとりの発達や個性に応じた標準的な水準を示し、にじいろ保育園としてのサービス品質が一定の水準で行われるよう

具体的な指標となっている。

・勤務別の仕事・勤務の心得・虫よけスプレーの作り方・嘔吐・下痢処理・消毒液の作り方・手洗等、園独自の二子新地マニュアル

を作り定期的に見直している。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している

・法人内の全園が業務マニュアルとして活用している保育ガイドは、法人本部で適宜見直しており、２０１９年に最新版を改訂して

いる。また、保育所保育指針改訂に伴い全体的な計画、保育年間計画、月案の様式を見直している。全体的な計画、保育年間計画、

月案、週案、年間行事計画は職員会議やクラス会議等での評価、反省を検証し、次の計画に反映できるよう取り組んでいる。

・行事の内容や日程については、保護者、職員の意見を反映して見直しを行い、保育内容やサービスの提供に関する事柄は、年度末

の職員会議で検討、見直している。

・園独自マニアルを年に1度必要に応じて見直している。

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している

・入園時は家庭調査票をもとに子どもと保護者の生活状況や子どもの発達発育状況と家庭での保育状況などを把握している。

・保育開始後は連絡帳や個人面談、登降園時の保護者との会話からニーズを把握し、児童票、個人記録、健康カードなどに内容を記

録し、個別指導計画に反映できるようにしている。児童票や個人記録には、発達の記録や発達の指標を達成した時期をチェックして

いる。

・園長は本部指定様式の全体的な計画に園環境に合わせた内容を記述、全体的な計画を各クラス担任に配布説明し、年間指導計画を

策定し、実施、自己評価に至るプロセスをリーダー、副主任、園長の順に確認するルールになっている。



Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている

【44】Ⅲ－２－(３)－①
a

【45】Ⅲ－２－(３)－②
a

・法人としてPマークを取得し、個人情報保護法や個人情報保護規定をホームページで公表してる。園では個人情報に関わる子どもの

ファイルは施錠可能なキャビネットに保管し、職員の持ち出しは園長への確認をするなど適切な保管運用に努めている。

・重要事項説明書において、保護者に個人情報の取り扱いについて説明し同意書を交わしている。園では職員に向対して個人情報保

護に関わる事例を伝え、法令遵守への理解を深めている。また、部外者の事務室入室は、氏名、時間等を記録し管理体制を整えてい

る。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている

・個別の発達経過記録様式を用いて、成長過程を定期的に記録している。職員が記録をする保育書類様式は全て園長が確認、必要に

応じ記録内容や表現方法に差異が出ないよう指導し押印している。

・職員会議議事録は回覧及び押印し、全職員が内容を把握するようにしている。アレルギー児の状況変更など、最新情報の洩れが生

じないよう留意している。

・児童票には必要に応じて毎月や四半期ごとに健康診断、身体測定、その他個別面談などで保護者から把握した情報についても必要

に応じて記録され、児童ごとに一冊のファイルにまとめられている。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している


